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【介護老人保健施設の理念と役割】 

 介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助します。また、家族や

地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。 

１．包括的ケアサービス施設 

 利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画

を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。 

２．リハビリテーション施設 

 体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行

います。 

３．在宅復帰施設 

 脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 

４．在宅生活支援施設 

 自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供すると共に、他サ

ービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。 

５．地域に根ざした施設 

 家族や地域住民と交流し情報提供を行い、様々なケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと

連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。 

２階 介護 伊藤 順子 

 2 階ではレクリエーションの時間を利用し

て貼り絵を行っています。 

季節にあわせた題材にすることで四季を

感じていただいたり、柄を細かくすることで

手先を動かしていただくよう、工夫しながら

行っております。 

 始めは何の絵か分からなかった方も、出来

上がりを見て上手くできたと喜ばれ、絵の題

材にあわせた思い出話に花が咲いています。 

 新型コロナウイルスの終息は見えず、高齢

者は感染リスクが高くなかなか外出できな

い状況が続いております。レクリエーション

を通して、少しでも季節を感じていただけれ

ばと思っております。 

 

 

 
9月 20日に敬老『寿』膳とケーキが振舞わ

れました。 
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1階 リハビリ 佐々木 衣織 

9 月 26 日より秋田大学医学部保健学科の

学生 1名が作業療法の実習を当施設で行って

おります。担当の利用者を受け持ち 6週間の

実習を予定しております。 

 実習の担当となった利用者の方は、とても

嬉しそうな表情で熱心にリハビリに取り組

まれていました。学生の方のみならず、担当

となった利用者の方にも良い刺激となって

いるようです。 

 

 
３階 看護 讃岐 真紀 

 すっかり日が落ちるのが早くなり、冬が少

しずつ近づいてきました。朝夕の冷え込みは

厳しくなり、肌寒ささえ感じるようになって

きました。 

 当施設で発生した新型コロナウイルスの

感染は終息し、利用者の皆様は落ち着いた

日々を過ごされております。また世の中でも

様々な規制が緩和され感染者数の全数把握

も見直されました。感染者数だけを見ると減

少し落ち着いたように感じますが、まだまだ

実際は感染者数が多く医療や福祉、保育の分

野では気の抜けない状況が続いています。 

 これからも感染対策を継続し、利用者皆様

が安心した日常生活を送っていただけるよ

う努めていきたいと思います。 

 

相談室 佐々木 祥子 

下記の保険証類で更新されたものを以前

お持ち頂きましたが、10月に再び更新された

ものがご自宅へ届きますので、内容をご確認

の上、窓口までお持ちいただきますようお願

い致します。 

・後期高齢者医療被保険者証 

・後期高齢者医療限度額適用 

 標準負担額認定証 

詳細は各自治体の広報をご参照ください。 

また気温の低下と共にご家族の皆様には、

衣類の入れ替えや補充をお願い致しており

ます。不足の衣類につきましては、お気軽に

各階の職員又は、相談員へお尋ね下さい。 

また入れ替えた衣類やキャビネットに入

りきらない物を一旦お返しすることがあり

ます。 

お手数をおかけしますが、ご理解とご協力

を宜しくお願いします。 

 
【面会中止のお知らせ】 

全国的な新型コロナウイルスの感染拡大

を受けて、令和 4 年 1 月 8 日より当面の間、

全ての面会を中止させていただいておりま

す。面会制限解除の際は随時ホームページ等

でお知らせ致します。 

また 10 日以内に県外への往来があった方

や県外往来者との接触があった方は入館を

ご遠慮いただいております。 

上記の方は、備付けのインターホンをご使

用いただくか、☎0184-23-7100までご連絡を

お願い致します｡ 

ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力

をお願い致します。なおご不明な点がござい

ましたら職員にお尋ね下さい。 

〇お問い合わせ先 

介護老人保健施設「しょうわ」 

0184-23-7100（代） 


